
 

 

 
１９９９（平成１１）年６月２３日「男女共同参画社会基本法」が公布・施行。 

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。 
                          （男女共同参画社会基本法第２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 

 

 

 

固定的な役割分担

意識にとらわれず、

男女が様々な活動

ができるように社

会の制度や慣行の

在り方を考える必

要があります。 

 

男女が対等な家族

の構成員として、互

いに協力し、社会の

支援も受け、家族と

しての役割を果た

しながら、仕事や学

習、地域活動等がで

きるようにする必

要があります。 
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男女が社会の対等な

パートナーとして、

あらゆる分野におい

て方針の決定に参画

できる機会を確保す

る必要があります。 
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男女共同参画づく

りのために、国際社

会と共に歩むこと

も大切です。 

他の国々や国際機

関と相互に協力し

て取り組む必要が

あります。 
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男女の個人としての

尊厳を重んじ、男女

の差別をなくし、男

性も女性もひとりの

人間として能力を発

揮できる機会を確保

する必要がありま

す。 
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男女共同参画社会を実現するための５本の柱〈基本理念〉 

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会 

職場に活気 

 

 

 

家庭生活の充実 地域力の向上 

ひとりひとりの豊かな人生 

仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、

男女がともに夢や希望を実現 

男女共同参画社会が実現すると… 


